債務弁済契約書

○○　○○（以下「甲」という）と、××　××（以下「乙」という）とは、本日、以下のとおり合意する。
第１条（債権債務の確定）

乙は、甲に対し、借入金２００万円の支払義務のある事を認め、
これを平成△△年△月△日より、分割して、以下の預金口座
に振込送金の方法で支払う。（毎月末日払い)

月額金30000円の67回払
（但し最終回のみ金２0000円とする）
甲の指定する預金口座

銀行名：△△△△銀行
支店名：△△△△支店
預金種別：普通預金
口座番号：△△△△△△△
口座名義：△△△△
なお、弁済にかかる振込手数料は、乙の負担とする。
第２条（清算条項）

甲は、本件に関して、その余の請求を放棄する。

甲乙は、本合意書に定める他、相互に債権債務を一切有しない
ことを確認する。
第３条（期限の利益喪失）

乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、ただちに元利金を支払わなくてはならない。

①乙が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき

②甲に通知せずに、乙が住所を移転したとき

③第１条に定める分割金の返済を２回分以上怠ったとき

④その他本契約の条項に違反したとき
第４条（遅延損害金）

乙が期限の利益を喪失した場合は、第１条に定める金額から既払

い金を除いた残額に、完済に至るまで年１４．６％の遅延損害金
を付加して支払う。
第５条（協議）

本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを定めるものとする。

第６条（合意管轄）

本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙丙各記名押印のうえ、各１通を保有する。

平成　　年　　月　　日（借主記入）
貸主　甲（住　所）　
　（氏　名）　　　　　　　　　印

借主　乙（住　所）　
　（氏　名）　　　　　　　　　印

